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宅
内
か
ら
接
続
す
る
に
は 

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

　
下
水
道
に
接
続
す
る
宅
内
工
事

に
つ
い
て
は
、市
が
指
定
し
た「
排

水
設
備
指
定
工
事
店
」
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
指
定
工
事
店
は

市
に
提
出
す
る
必
要
書
類
の
作

成
、
届
出
な
ど
の
手
続
き
を
代
行

し
ま
す
。
指
定
工
事
店
一
覧
名
簿

は
、
下
水
道
担
当
の
窓
口
ま
た
は

市
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
工
事
費
は
個
人
負
担
と

な
り
ま
す
。

工
事
の
た
め
の
補
助
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

●
排
水
設
備
工
事
資
金
の

　

融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

①
融
資
あ
っ
せ
ん
額

　
工
事
資
金
１
０
０
万
円
以
内

②
利
子
補
給

　
市
が
３
％
以
内
の
利
子
補
給

③
償
還
方
法

　
融
資
を
受
け
た
日
か
ら
３
年
以

　
内
毎
月
元
金
均
等
償
還

④
融
資
あ
っ
せ
ん
条
件

＊
処
理
区
域
内
に
居
住
し
て
い
る

　
こ
と
。

＊
市
税
及
び
受
益
者
負
担
金
を
滞

　
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

●
下
水
道
排
水
設
備

　

設
置
費
補
助
金

　
下
水
道
処
理
区
域
内
に
お
い
て

平
成
13
年
４
月
１
日
以
降
に
設
置

届
を
提
出
し
、
合
併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
し
た
方
で
、
下
水
道
排
水

設
備
工
事
を
行
う
場
合
、
補
助
金

の
額
は
【
表
１
】
の
と
お
り
で
す
。

下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て

●
使
用
水
量
の
算
定

　
下
水
道
使
用
水
量
は
、
原
則
的

に
は
水
道
使
用
水
量
に
基
づ
い
て

定
め
ま
す
が
、
井
戸
水
を
使
用
し

て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

【
表
２
】
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

①
井
戸
水
を
使
用
す
る
場
合
で
、

量
水
器
を
設
置
し
た
場
合
は
、

量
水
器
に
よ
る
計
測
量
を
も
っ

て
汚
水
量
と
し
ま
す
。

　
市
で
は
、
皆
さ
ん
が
健
康
で
快
適
な
暮
ら
し
を
送
る

事
が
で
き
る
よ
う
、
下
水
道
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
区
域（
処
理
区
域
）

に
お
住
ま
い
の
方
は
、
法
律
に
よ
り
下
水
道
に
接
続
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
生
活
環
境
の
向
上
、
河
川
等
の
水
質
保
全
の
た
め
に
も
、
下
水

道
へ
の
接
続
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

接続時期 補助金額

処理区域公示から１年以内
（H25年 4月使用開始） ８万円

処理区域公示から２年以内
（H24年 4月使用開始） ５万円

処理区域公示から３年以内
（H23年 4月使用開始） ３万円

使用状況 一般 営業

水道水のみを使用し
ている場合 水道水使用水量

井戸水のみを使用し
ている場合 認定人員×８㎥／月 量水器による計測量

水道水と井戸水を使
用している場合

水道水使用水量
＋

認定人員×４㎥／月

水道水使用水量
＋

量水器による計測量

基本料金 超過料金

汚水量 金額 汚水量 １㎥につき

一般汚水 20㎥
まで

1,470円

20㎥を超え60㎥まで 89.25円

60㎥を超え100㎥まで 105円

100㎥を超えるもの 120.75円

公衆浴場汚水 2,100円 20㎥を超えるもの 105円

一時使用汚水 1㎥につき　105円

【表１】

【表２】

【表３】

い
つ
ま
で
も
美
し
い
環
境
を
守
る
た
め

下
水
道
へ
の
接
続
に
ご
協
力
を
！
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②
営
業
用
で
井
戸
水
を
使
用
す
る

場
合
は
、
量
水
器
を
設
置
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

③
一
般
家
庭
で
水
道
水
と
井
戸
水

を
併
用
し
て
い
る
場
合
で
、
使

用
水
量
が
認
定
水
量
よ
り
少
な

い
場
合
は
、
認
定
水
量
と
し
ま

す
。

●
使
用
料
金
表
【
表
３
】

　
（
２
ヶ
月
分
）

※
こ
の
表
は
消
費
税
込
み
の
総
額

　
を
表
示
し
た
も
の
で
す
。

※
井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る
場
合

　
で
、認
定
人
員
の
変
更
（
転
入
・

　
出
生
・
転
出
・
死
亡
等
）
が
あ

　
っ
た
場
合
は
、
必
ず
届
出
を
し

　
て
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
上
下
水
道
課
下
水
道
担
当

　（
内
線
６
１
３
・
６
１
４
）

９
月
10
日
は
下
水
道
の
日 

第
28
回
下
水
道
ま
つ
り

　
毎
年
、「
下
水
道
の
日
」
の
行

事
の
一
環
と
し
て
、
下
水
道
ま
つ

り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ど
な
た
で

も
楽
し
み
な
が
ら
下
水
道
の
こ
と

が
学
べ
る
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の

催
し
物
を
用
意
し
ま
し
た
。

　
ぜ
ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　
９
月
７
日
（
土
）

　
10
時
〜
14
時
（
雨
天
決
行
）

■
催
し
物
　
下
水
道
施
設
見
学
・

　
ミ
ニ
下
水
道
展
・
水
質
実
験
・

　
お
た
の
し
み
抽
選
会
ほ
か

■
主
催
　
山
梨
県
・（
公
財
）
山

　
梨
県
下
水
道
公
社
・
釜
無
川
流

　
域
下
水
道
推
進
協
議
会

■
会
場
・
お
問
い
合
わ
せ

　
釜
無
川
浄
化
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
６
ー
２
２
ー
８
５
１
１

下
水
道
排
水
設
備
工
事 

責
任
技
術
者
認
定
試
験

　
下
水
道
の
排
水
設
備
工
事
を
施

工
す
る
指
定
工
事
店
に
は
、「
下

水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
」
の
資
格
を
有
す
る
者
の
専
属

が
必
要
で
す
。
こ
の
試
験
は
、
責

任
技
術
者
と
し
て
の
技
能
を
認
定

す
る
も
の
で
す
。

■
講
習
会
　
11
月
13
日
（
水
）

■
試
験
日
　
11
月
24
日
（
日
）

■
両
会
場
　

　
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進

セ
ン
タ
ー
（
ぴ
ゅ
あ
総
合
）

■
申
込
期
間

　
10
月
１
日
（
火
）
〜
22
日
（
火
）

※
申
込
用
紙
は
、
市
役
所
上
下
水

道
課
下
水
道
担
当
窓
口
、
県
内

４
箇
所
の
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
て

配
布

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　（
公
財
）
山
梨
県
下
水
道
公
社

　
事
務
局

☎
０
５
５
ー
２
６
３
ー
２
７
３
８

災
害
時
等
に
お
け
る
井
戸 

水
の
無
償
提
供
の
お
願
い

　
市
で
は
、
各
ご
家
庭
が
所
有
管

理
し
て
い
る
井
戸
で
、
災
害
時
に

地
域
の
皆
さ
ん
に
無
償
で
提
供
し

て
い
た
だ
け
る
『
災
害
時
応
急
井

戸
』
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
多
く
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力
を
い

た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

●
災
害
時
応
急
井
戸
と
は
…

　
自
然
災
害
や
不
測
の
事
態
に
見

舞
わ
れ
、
水
道
が
長
期
断
水
状
態

に
な
っ
た
場
合
に
備
え
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
所
有
す
る
井
戸
を
事
前

に
ご
登
録
い
た
だ
く
こ
と
で
、
水

道
の
給
水
が
停
止
し
た
場
合
に
、

地
域
の
皆
さ
ん
に
開
放
し
て
い
た

だ
き
、
生
活
用
水
と
し
て
確
保
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
　

●
要
件

　
現
在
、
井
戸
水
を
飲
料
水
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
ご
家
庭

●
連
絡
方
法

　
総
務
課
防
災
交
通
担
当
に
電
話

に
て
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
連
絡
先

　
総
務
課
防
災
交
通
担
当

　（
内
線
３
３
９
・
３
９
９
）

廃
消
火
器
の
リ
サ
イ
ク
ル

回
収
の
窓
口
に
つ
い
て

　
老
朽
化
し
た
消
火
器
を
操
作
し

た
こ
と
に
よ
り
、
消
火
器
が
破
裂

し
、
受
傷
し
た
と
見
ら
れ
る
事
故

が
起
き
て
い
ま
す
。

　
不
要
に
な
っ
た
消
火
器
を
リ
サ

イ
ク
ル
運
用
す
る
シ
ス
テ
ム
が
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
次
の
回
収
窓
口

を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

■
回
収
窓
口
の
リ
ス
ト
の
入
手

　
Ｈ
Ｐ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

　http://w
w
w
.ferpc.jp/accept/

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き

な
い
方
は
、
左
記
に
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
一
般
社
団
法
人
　

　
日
本
消
火
器
工
業
会

☎
０
３
ー
３
８
６
６
ー
６
２
５
８

■講習日時（普通救命講習Ⅰ）
　１０月１６日（水）ほか

　９時～１２時

　（受付１５分前）【受講料無料】

※その他コース・日程・会場等の詳細

はお問い合わせください。

■講習会場
　韮崎消防署・北杜消防署

■対象者
　峡北消防本部管内にお住まいの方、

　通勤・通学される方

■定員　各回２０名程度

■お問い合わせ・お申し込み
　韮崎消防署（救命担当）

　☎２３ー１４９９


